
 

 

 

 

 

 

(単位： 百万円)

金額 金額

764 ,012                      6 ,545 ,794                   

預 貯 金 764,012                             支 払 備 金 27,676                               

80 ,995                       責 任 準 備 金 6,518,118                          

2 ,035 ,737                   2 ,847                         

3 ,748 ,856                   4 ,950                         

国 債 19,266                               64 ,209                       

地 方 債 1,302                                 未 払 法 人 税 等 4,227                                 

社 債 54,543                               未 払 金 159                                   

外 国 証 券 1,789,095                          未 払 費 用 4,984                                 

そ の 他 の 証 券 1,884,649                          預 り 金 49,113                               

288 ,656                      金 融 派 生 商 品 3,845                                 

保 険 約 款 貸 付 291                                   リ ー ス 債 務 607                                   

一 般 貸 付 288,365                             資 産 除 去 債 務 182                                   

743                           仮 受 金 1,088                                 

建 物 274                                   194 ,031                      

リ ー ス 資 産 413                                   6 ,811 ,832                   

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 55                                     

12 ,553                       41 ,060                       

ソ フ ト ウ ェ ア 12,427                               24 ,735                       

リ ー ス 資 産 126                                   資 本 準 備 金 24,735                               

2 ,482                         182 ,927                      

39 ,109                       利 益 準 備 金 11,943                               

未 収 金 19,046                               そ の 他 利 益 剰 余 金 170,983                             

前 払 費 用 1,322                                 繰 越 利 益 剰 余 金 170,983                             

未 収 収 益 12,874                               248 ,722                      

預 託 金 1,507                                 △782 

金 融 派 生 商 品 4,051                                 △6,465 

仮 払 金 303                                   △7,248 

そ の 他 の 資 産 4                                       241 ,474                      

80 ,169                       

△9 

7 ,053 ,307                   7 ,053 ,307                   資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計

無 形 固 定 資 産 資 本 金

再 保 険 貸

そ の 他 資 産

株 主 資 本 合 計

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

繰 延 税 金 資 産

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

貸 倒 引 当 金

純 資 産 の 部 合 計

（純資産の部）

買 入 金 銭 債 権

金 銭 の 信 託 代 理 店 借

有 価 証 券 再 保 険 借

そ の 他 負 債

貸 付 金

有 形 固 定 資 産

価 格 変 動 準 備 金

負 債 の 部 合 計

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

2021年度末（2022年3月31日現在）貸借対照表

科    目 科    目

（資産の部） （負債の部）



 

(貸借対照表の注記)

１.

（会計方針の変更）

２.

　なお、小区分は次のとおり設定しております。
　　個人保険・個人年金保険
　　　ただし、一部保険種類・保険契約を除く。

３. 　デリバティブ取引（金銭の信託において信託財産として運用しているデリバティブ
取引を含む）の評価は時価法によっております。

４.

５.

６.

７.

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第３０号。以下「時価算定会計基準」
という。）及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
３１号。以下「改正時価算定適用指針」という。）等を当会計期間の期首から適用し、
時価算定会計基準第１９項、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第１０号）
第４４－２項及び改正時価算定適用指針第２７－２項に定める経過的な取扱いに従い、
時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しております。
また、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等を開示しております。

貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上して
おります。

破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（以下｢破綻
先｣という)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下｢実質破綻先｣と
いう)に対する債権については、債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可
能見込額を控除し、その残額を計上することとしております。また、現状、経営破綻の
状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下｢破綻懸
念先｣という)に対する債権については、債権額から担保の回収可能見込額及び保証によ
る回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要
と認める額を計上することとしております。上記以外の債権については、過去の一定期
間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上することとし
ております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該
部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上
記の引当を行っております。

　「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱
い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２１号）に基づく責任準備金対応債
券を保有しております。

　責任準備金対応債券に関するリスク管理方針の概要は以下のとおりであります。

　保険商品の特性に応じて通貨別に小区分を設定し、リスク管理を適切に行うために各
小区分を踏まえた全体的な資産運用方針と資金配分計画を策定しております。
　また、責任準備金対応債券と責任準備金のデュレーションが一定幅の中で一致してい
ることを定期的に検証しております。

　有形固定資産の減価償却の方法は、次の方法によっております。
(1) 建物及びその他の有形固定資産（リース資産を除く）
　　　定額法を採用しております。
(2) リース資産
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
　
　なお、その他の有形固定資産のうち取得価額が10万円以上20万円未満のものについて
は、３年間で均等償却を行っております。

２０２１年度末

従業員及び執行役員の賞与に充てるため、当年度末における支給見込額を未払費用に
計上しております。

　外貨建資産・負債は３月末日の為替相場により円換算しております。

　有価証券（買入金銭債権及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証
券を含む）はすべて時価のあるものであり、その評価は次のとおりであります。
(1)　売買目的有価証券については時価法（売却原価の算定は移動平均法）
(2)　「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取
　　扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２１号）に基づく責任準備金
　　対応債券については移動平均法による償却原価法（定額法）
(3)　その他有価証券については３月末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価の算
　 定は移動平均法）
　　 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理し
　 ております。ただし、外貨建債券については、外国通貨による時価の変動に係る
　 換算差額を評価差額とし、それ以外の差額については、為替差損益として処理す
　 る方法を採用しております。



 

８.

９.

１０.

１１.

１２.

１３.

１４.

１５. 　金融商品に関する事項は次のとおりであります。
(1) 金融商品の状況に関する事項

　「金融商品会計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第１４号）に従い、変動金
利の利付債券等に対する金利変動リスクのヘッジ（包括ヘッジ）として、金銭の信託に
おいて信託財産として運用している金利スワップ取引の一部については、繰延ヘッジ処
理及びヘッジ有効性の評価を行っております。ヘッジの有効性の評価はヘッジ対象と
ヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、
高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えております。
　また、ＡＬＭ（資産負債総合管理）における金利変動リスクを適切にコントロールす
る目的で金銭の信託において信託財産として運用している金利スワップ取引の一部につ
いては、「保険業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」
（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２６号）に基づく繰延ヘッジ処理及び
ヘッジ有効性の評価を行っております。ヘッジ有効性の評価はヘッジ対象とヘッジ手段
双方の理論価格の算定に影響を与える金利の状況を検証することにより行っておりま
す。

　無形固定資産の減価償却の方法
(1) ソフトウェア
　　利用可能期間に基づく定額法によっております。
(2) リース資産
　　リース期間に基づく定額法によっております。

　当社では、保険業法第１１８条第１項に規定する特別勘定と、それ以外の一般勘定に
区分して資産の運用を行っております。

　特別勘定の資産の主な投資対象は、貸借対照表上の有価証券に表示されており、契約
者の特定の目的を果たすために当社が管理及び運用している投資信託であります。
　一般勘定の資産の主な投資対象は、貸借対照表上の金銭の信託及び有価証券に表示さ
れており、安全性と中長期的な安定収益の確保を基本方針とし、債券を中心とした運用
を行っております。

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係
る控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、前払費用に計上
し５年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、発生年度に費用処理して
おります。

　保険金・支払備金の計上基準
　保険金等支払金（再保険料を除く）は、保険約款に基づく支払事由が発生し、当該約
款に基づいて算定された金額を支払った契約について、当該金額により計上しておりま
す。
　なお、保険業法第１１７条及び保険業法施行規則第７２条に基づき、期末時点におい
て支払義務が発生したもの、または、まだ支払事由の報告を受けていないものの支払事
由が既に発生したと認められるもののうち、それぞれ保険金等の支出として計上してい
ないものについて、支払備金を積み立てております。

　価格変動準備金は、保険業法第１１５条の規定に基づき算出した額を計上しておりま
す。

　責任準備金の積立方法
　期末時点において、保険契約上の責任が開始している契約について、保険契約に基づ
く将来における債務の履行に備えるため、保険業法第１１６条第１項に基づき、保険料
及び責任準備金の算出方法書（保険業法第４条第２項第４号）に記載された方法に従っ
て計算し、責任準備金を積み立てております。
　責任準備金のうち保険料積立金については、次の方式により計算しております。
(1) 標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式（平成８年大蔵省
告示第４８号）
(2) 標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式。ただし、特別
勘定にかかる保険料積立金については、保険業法施行規則第６９条第４項第３号に定め
る方式。
　なお、責任準備金については、保険業法第１２１条第１項及び保険業法施行規則
第８０条に基づき、毎決算期において責任準備金が適正に積み立てられているかどうか
を、保険計理人が確認しております。

　責任準備金のうち危険準備金については、保険業法第１１６条及び保険業法施行規則
第６９条第１項第３号に基づき、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、
将来発生が見込まれる危険に備えて積み立てております。

　保険料の計上基準
　初回保険料は、原則として、収納があり、保険契約上の責任が開始しているものにつ
いて、当該収納した金額により計上しております。
　また、２回目以降保険料は、収納があったものについて、当該金額により計上してお
ります。



 

（単位：百万円）

預貯金
買入金銭債権
金銭の信託

運用目的の金銭の信託
その他の金銭の信託

有価証券
売買目的有価証券

責任準備金対応債券
その他有価証券

貸付金
保険約款貸付

一般貸付
金融派生商品（※1）

１６.

（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

買入金銭債権
金銭の信託

運用目的
その他保有目的

有価証券
売買目的有価証券

その他
その他有価証券

国債・地方債等
社債
その他

金融派生商品
通貨関連

資産計
金融派生商品

通貨関連
負債計 ― 3,845 ― 3,845

― 3,845 ― 3,845
― 3,845 ― 3,845

― 4,051 ― 4,051
177,617 4,528,780 386,655 5,093,053

― 368,670 92 368,762
― 4,051 ― 4,051

165,977 37,370 ― 203,347
― 520,515 ― 520,515

11,639 1,868,003 ― 1,879,642
165,977 926,555 92 1,092,625

177,617 2,794,558 92 2,972,268
11,639 1,868,003 ― 1,879,642

― 517,069 259,531 776,600
― 1,132,105 127,031 1,259,136

― 80,995 ― 80,995
― 1,649,174 386,562 2,035,737

主な金融商品の時価の内訳等に関する事項は、次のとおりであります。
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、
以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価 : 同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格に
　　　　　　　　 より算定した時価
レベル２の時価 : レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプッ
　　　　　　　　 トを用いて算定した時価
レベル３の時価 : 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ
ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベ
ルに時価を分類しております。

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

2,035,737 2,035,737 ―

3,748,856 3,752,374 3,517

(8,980) (8,980) ―

ヘッジ会計が適用されていないもの　 205 ―

288,656 292,262

（※1）金融派生商品によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、
　　　合計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示しております。
（※2）ヘッジ会計が適用されているものには、金銭の信託内において実施し
　　　ているものを含んでおります。

288,365 291,971 3,606
(8,774) (8,774) ―

205
ヘッジ会計が適用されているもの（※2）

291 291 ―

1,092,625 1,092,625 ―
3,606

776,588 780,106 3,517
1,879,642 1,879,642 ―

1,259,136 1,259,136 ―

―

776,600 776,600 ―

　特別勘定の資産から生じる損益は責任準備金繰入額もしくは戻入額により相殺される
ため、当社の損益には影響がありません。したがって、資産運用リスクは基本的に保険
契約者に帰属することとなります。なお、特別勘定のもとで投資した有価証券は売買目
的有価証券として時価で評価されております。
　一般勘定における定額個人年金保険及び定額個人終身保険に係る運用については、Ａ
ＬＭ(資産負債総合管理)の観点から、市場リスク・信用リスク等に十分留意した上で内
外債券への投資を行っております。

貸借対照表計上額
764,012 764,012 ―

時価 差額

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　主な金融資産及び金融負債にかかる貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい
ては、次のとおりであります。

　上記で保有する運用資産には、主に市場リスク及び信用リスクがあります。これらの
資産運用リスクの管理にあたっては、当社の資本、収益状況等を考慮し、リスク特性に
応じたリスク限度を設定し、適切にこれを管理しております。

　なお、資産運用リスクを含めた全社的なリスクの状況については、定期的に取締役会
に報告しております。

80,995 80,995



 

（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

預貯金
有価証券

責任準備金対応債券
国債・地方債等
社債

貸付金
保険約款貸付
一般貸付

資産計

（３）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
①預貯金及び買入金銭債権

②有価証券（金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む）

③ 貸付金

④ 金融派生商品（金銭の信託において信託財産として運用している金融派生商品を含む）

①重要な観察できないインプットに関する定量的情報

②期首残高から期末残高への調整表、当会計期間の損益に認識した評価損益
（単位：百万円）

期首残高
　当会計期間の損益又は評価・換算差額等

損益に計上
その他有価証券評価差額金 

　購入、売却、発行及び決済
購入
売却
発行
決済

　レベル３時価への振替え
　レベル３時価からの振替え
期末残高

26,849

―

当会計期間損益に計上した額のうち貸借対
照表において保有する金融資産及び金融負
債の評価損益

金銭の信託
71,371
36,619
29,494
7,125

△ 10,280

26,849

合計
71,371
36,626
29,494
7,132

278,657
288,937

（４）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債のうちレベル３の
　　時価に関する情報

　記載すべき事項はありません。

　保険約款貸付は、当該貸付を解約返戻金の範囲内に限るなどの特性により返済期限を
　設けておらず、返済見込み期間及び金利条件等から時価は帳簿価額と近似しているも
　のと想定されるため、帳簿価額を時価としており、レベル３の時価に分類しておりま
　す。
　一般貸付は、取引先金融機関により入手した価格によっております。当該価格は、観
　察可能なインプット（金利、為替レート等）を最大限利用しており、レベル２の時価
　に分類しております。

278,572
288,852

有価証券
―
7

―

　有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベ
　ル１の時価に分類しており、主に国債がこれに含まれます。公表された相場価格を用
　いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類しており、主に地
　方債、社債がこれに含まれます。相場価格が入手できない場合には、外部情報ベンダ
　ー又は取引先金融機関から入手した価格によっております。当該価格は、将来キャッ
　シュ・フローの割引現在価値法などの評価技法を用いて算定され、評価にあたっては
　観察可能なインプット（金利、為替レート等）を最大限利用している場合にはレベル
　２の時価に分類しており、重要な観察できないインプットを用いている場合にはレベ
　ル３の時価に分類しております。
　投資信託は活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価
　に分類しており、上場投資信託がこれに含まれます。非上場投資信託は取引先金融機
　関等から提示された基準価額を用いておりレベル２の時価に分類しておりますが、基
　準価額に重要な観察できないインプットを用いている場合にはレベル３の時価に分類
　しております。

△ 10,280
―
―
―

7
85
85
―

　金融派生商品については、金利スワップ取引、通貨スワップ取引、債券先物取引、為
　替予約取引が含まれており、外部情報ベンダー又は取引先金融機関から入手した価格
　によっております。当該価格は、取引の種類や満期までの期間に応じて割引現在価値
　法等の評価技法を利用して算定され、評価にあたっては観察可能なインプット（金利
　、為替レート等）を最大限利用しており、レベル２の時価に分類しております。

―
386,562

―
―
―
―
92

―

― 291,971 ― 291,971
23,346 1,812,743 291 1,836,381

　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、帳簿価額を時価
　としており、レベル２の時価に分類しております。

― 683,210 ― 683,210
― 291,971 291 292,262

23,346 756,759 ― 780,106
23,346 73,549 ― 96,896

― 764,012 ― 764,012
23,346 756,759 ― 780,106

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

― ― 291 291

―
―
―

386,655



 
  

③時価の評価プロセスの説明

④重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明

１７.

１８. 　有形固定資産の減価償却累計額は1,713百万円であります。

１９.

２０. 　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は、次のとおりであります。
　（繰延税金資産）
　価格変動準備金 百万円
　保険契約準備金 百万円
　その他 百万円
　繰延税金資産小計 百万円
　評価性引当額 百万円
　繰延税金資産合計 百万円
　（繰延税金負債）
　繰延税金負債合計 百万円
　繰延税金資産の純額 百万円

２１.

２２.

２３.

２４.

２５.

２６.

２７.

２８.

２９.

　当社は、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社を連結納税
親会社とする連結納税制度を適用しております。

　当社は運用管理部門にて時価の算定に関する方針及び手続を定め、これに沿って時価
　評価モデルを策定しております。運用管理部門は当該モデル、使用するインプット及
　び算定結果としての時価が方針及び手続に準拠しているか妥当性を確認しております
　。また運用管理部門は当該確認結果に基づき時価のレベルの分類について判断してお
　ります。外部情報ベンダー又は取引先金融機関等から入手した価格を時価として利用
　する場合においては、使用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商
　品の時価との比較等の適切な方法により、妥当性を検証しております。

　記載すべき事項はありません。

　保険業法施行規則第７３条第３項において準用する同規則第７１条第１項に規定する
再保険を付した部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額は808
百万円であり、同規則第７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準
備金（以下「出再責任準備金」という。）の金額は344,509百万円であります。

　保険業法第１１８条に規定する特別勘定の資産の額は1,888,006百万円であります。な
お、負債の額も同額であります。

　消費貸借契約により貸し付けている有価証券の貸借対照表計上額は、139,562百万円で
あります。

　当年度における法定実効税率は28.00％であり、税効果会計適用後の法人税等の負担率
は28.13％であります。法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差
異の主要な内訳は、永久に益金又は損金に算入されないものに係る差異であります。

　１株当たりの純資産額は18,350,488円22銭であります。

22,183
54,328

4,810
81,322

△0
81,322

　売却又は再担保という方法で自由に処分できる権利を有している資産は、再保険取引
で借り入れている有価証券7,283百万円であり、全て自己保有しております。

　担保に供されている資産の額は、預託金1,352百万円であります。

　平成８年大蔵省告示第５０号第１条第５項に規定する再保険契約に係る未償却出再手
数料の当期末残高は1,037百万円であります。

　保険業法第２５９条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当年度末におけ
る当社の今後の負担見積額は10,397百万円であります。なお、当該負担金は拠出した年
度の事業費として処理しております。

　金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。

　退職給付に関する事項は次のとおりです。
(1)採用している退職給付制度の概要
　当社は、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
 
(2)確定拠出制度
　当社の確定拠出制度への要拠出額は、160百万円であります。

1,152
80,169



 

2021 年４月１日から 

 2021年度                   損益計算書 

 2022 年３月 31日まで 

 

(単位： 百万円)

金額

1 ,383 ,799              

925 ,619                

812,496                      

113,123                      

453 ,952                

65,569                        

預 貯 金 利 息 6                                

有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金 55,895                        

貸 付 金 利 息 9,497                          

そ の 他 利 息 配 当 金 169                            

156,494                      

14,511                        

1,666                          

157,247                      

223                            

58,239                        

4 ,227                   

3,907                          

319                            

1 ,296 ,009              

1 ,174 ,560              

127,066                      

84,900                        

265,946                      

506,654                      

3,692                          

186,299                      

63 ,762                  

3,466                          

60,295                        

3 ,570                   

9                                

30                              

3,447                          

44                              

9                                

28                              

44 ,083                  

10 ,033                  

5,564                          

4,447                          

21                              

87 ,789                  

特 　別 　損 　失 14 ,031                  

14 ,031                  

73 ,758                  

23 ,566                  

△2,819 

20 ,747                  

53 ,011                  当 期 純 利 益

経　　常　　利　　益

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額

責 任 準 備 金 繰 入 額

資 産 運 用 費 用

支 払 利 息

有 価 証 券 売 却 損

売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損

支 払 備 金 繰 入 額

年 金 特 約 取 扱 受 入 金

そ の 他 の 経 常 収 益

経　　常　　費　　用

保 険 金 等 支 払 金

保 険 金

年 金

給 付 金

解 約 返 戻 金

そ の 他 返 戻 金

再 保 険 料

責 任 準 備 金 等 繰 入 額

そ の 他 経 常 収 益

科　　　　目

経　　常　　収　　益

保 険 料 等 収 入

保 険 料

再 保 険 収 入

資 産 運 用 収 益

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入

金 銭 の 信 託 運 用 益

有 価 証 券 売 却 益

有 価 証 券 償 還 益

為 替 差 益

特 別 勘 定 資 産 運 用 益

そ の 他 運 用 収 益

そ の 他 の 経 常 費 用

有 価 証 券 償 還 損

事 業 費

そ の 他 経 常 費 用

税 金

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

そ の 他 運 用 費 用

減 価 償 却 費



 

 

 

(損益計算書の注記)

１.

２.

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．　関連当事者との取引に関する事項は、重要性を勘案し、記載を省略しております。

１０．

　金銭の信託運用益には、評価益が90,505百万円含まれております。

　１株当たりの当期純利益は4,028,556円71銭であります。なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

２０２１年度

　支払備金繰入額の計算上、足し上げられた出再支払備金戻入額の金額は37百万円、責任準備
金繰入額の計算上、差し引かれた出再責任準備金繰入額の金額は67,815百万円であります。

　有価証券売却損の主な内訳は、外国証券3,447百万円であります。

　金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。

　有価証券売却益の主な内訳は、国債等債券0百万円、外国証券14,511百万円であります。

　関係会社との取引による費用の総額は24百万円であります。

　再保険収入には、平成８年大蔵省告示第５０号第１条第５項に規定する再保険契約に係る未
償却出再手数料の増加額184百万円を含んでおります。再保険料には、平成８年大蔵省告示第
５０号第１条第５項に規定する再保険契約に係る未償却出再手数料の減少額3,616百万円を含
んでおります。

　売買目的有価証券運用損の主な内訳は、評価損36百万円であります。


